
 

 

  

 

 

 

 国の補助金 情報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書作りには時間がかかります。今すぐご相談ください。 

 

 

 

 

 

予告 

コロナ禍でがんばる備北の事業者の取組み 

3事例を動画で配信!!（2月公開予定） 

第39号 

新年明けましておめでとうございます。 

 年頭にあたり、商工会員の皆様に謹んでご挨拶を申し上げます。 

 昨年、国内初の感染者が確認された新型コロナウイルス感染症は、全国で猛威を振るい、経済にも深刻な打撃を与える未曾有の 

災厄となりました。移動、外出の自粛による需要の減退といった直接的な原因に加え、原材料の調達難、出勤人数の抑制などの間接 

的な要因により、業種を問わず大幅な売上の減少に見舞われ、固定費負担から資金繰りに窮する企業が続出しました。国内初の感染 

確認から間もなく１年が過ぎようとしているものの、引き続き厳重な警戒が必要な状況にあります。 

 長期化するコロナ禍において、地域商工業者の最大の課題は、雇用支援、日本政策金融公庫等の特別貸付やマル経融資の拡充、 

特別利子補給制度等の資金繰り支援、需要・消費喚起等の大型経済対策及び県、市独自の対策を有効に活用しながら現状を乗り越え 

るとともに、新しい生活様式により感染防止と経済活動を両立させるウィズコロナへの対応、社会環境や顧客ニーズが大きく変化す 

ると想定されるポストコロナに向けた変革を進めていくことにあります。 

 しかしながら、多くの中小・小規模事業者はこうした対応、変革の検討に振り向ける時間、人材が限られ、また事業者によって、その段階、内容、解決

方法が異なることから常日頃から企業に寄り添い、経営のあらゆる分野を俯瞰する視点を持って支援する存在が必要です。 

 商工会はこれまでもそれぞれの地域に密着し、生活の基盤である地域経済の総合的な発展を推進するとともに、事業者に寄り添ったきめ細かい支援を続

けて参りましたが、かかる新型コロナウイルス禍においても、「小規模事業者持続化補助金」を始めとする補助金や助成金、給付金の申請を中心に、個々の

事業者に即した資金繰りに重点を置き、多くの中小・小規模事業者の事業継続の支援に尽力して参りました。 

 ご案内のとおり、昨年、商工会法は施行 60 周年を迎えました。これを機に商工会は、改めて会員あっての商工会という原点に立つとともに、引き続き

地域唯一の総合経済団体として、地域経済の根幹をなす中小・小規模事業者がこの困難を乗り越え、希望を持って事業を継続し、持続的な成長と発展を目

指すことができるよう伴走型の経営支援による経営課題の着実な解決、そのために必要な支援能力の向上に努めていく所存です。 

 併せて商工会では、経営支援がより効果的、効率的に機能するための体制構築と組織力の強化、中小・小規模事業者施策の充実のために役職員一丸と 

なって取り組んで参ります。会員の皆さまのご支援、ご協力をお願いいたします。 

 結びに、会員の皆様にさらなるご理解をお願い申し上げますとともに、ご健康とより一層のご繁栄を心からご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。 

                                            

令和３年１月１日  備北商工会 会長 石川 芳秀 

■西城本所／〒729-5731 庄原市西城町西城 197-3 TEL：0824-82-2904  

■口和支所／〒727-0114 庄原市口和町永田 495-10 TEL：0824-89-2325 

■高野支所／〒727-0402 庄原市高野町新市 676-5 TEL：0824-86-2011  

■比和支所／〒727-0301 庄原市比和町比和 792-2 TEL：0824-85-2330 

■総領支所／〒729-3703 庄原市総領町下領家 1-3 TEL：0824-88-2127 

 

ものづくり補助金 

 

現在公募中 

小規模事業者 

持続化補助金 

大型の設備投資に 店舗改装、HP、広告宣伝に 

3/1 いざなみカード「な・み・か」利用開始 

加盟店登録をお願いします！ 

加盟店は市内全域で 180 店舗超（12 月末） 

3 月末までに加盟すると、決済端末機を 1 年間無料貸与 

庄原市内の加盟店で使える 

電子マネー機能付きポイントカード 

庄原市が市民全員へ 1 万円分のポイントを配布 

3 月～8 月は庄原市内で約 3 億円の消費需要が発生 

今後の加盟店スケジュール 加盟店随時募集！ 

まずはお気軽に 

お問い合わせください。 

備北商工会（前田） 

☎82-2904 

お
伝
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し
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コロナ関連の給付金・減免制度 

今一度、12 月までの売上高を確認して頂き、制度を利用したい方は早めに商工会までご相談ください。 

持続化給付金 

家賃支援給付金 

 

固定資産税等の 
減 免 

 

 

 

 

 

 

 

新たに 10 事業者の皆様に加入頂きました。（令和 2 年 4 月 1 日～11 月 24 日） 

会員事業所 変更のお知らせ

 

 

 

青色申告特別控除額 65 万円→ 55 万円に

引下げ 

基礎控除額 38 万円→ 48 万円に引上げ 

給与所得控除額 →一律 10 万円引下げ

公的年金等控除額→一律 10 万円引下げ 

 
 

控除額が大幅改正 所得税 

４月 16 日まで申告・納付期限を延長 

申告所得税・消費税(個人)・贈与税  

 

 

1 年間納税猶予  事業収入が 

20％以上減少 基本的にすべての税が対象 

期限の延長・納税猶予 コロナ 
特 例 

消費税
「総額

 

 

 

 

税理士無料個別相談会 

ただし 

『総額表示』 

表示例 

今年の確定申告・税務はここに注意！ 税制改正＆特例制度 

 確定申告のご相談は商工会へ  

締切間近！ 

【申請期限】 

1 月 15 日（金） 

【申請期限】 

1 月 15 日（金） 

【申請期限】 

２ 月 1 日（月） 

871 
円 

時間額 

広島県 

令和元年 10 月 1 日発効から変更ありません 

最
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◆◇新規会員さんのご紹介◇◆ 備北もん ギフトのご報告 


